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議会運営委員会記録 

 

１．期日   令和 6 年 9 月 2 日(月)      開会午前 9時 00分 

                        閉会午前 9時 19分 

２. 場所   第１委員会室 

 

３. 議題 

      ①一般質問の取り扱い等について 

           

４. 出席者 野地委員長、大沼副委員長、小林委員、一石委員、小笠原委員、松﨑委員、

古谷委員、善波委員、根岸議長 

事務局   黒石事務局長、竹本庶務班長、西山主任主事 

      執行者側  総務部長、総務課長、庶務人事班長 

      傍聴議員  4 名 

      一般傍聴者 0 名 

５．経過 

議長あいさつ 

                                        

① 一般質問の取り扱い等について 

 

委員長  ただいまより、議会運営委員会を開会する。一般質問の通告であ

る。皆様のお手元に配付されている通りである。ご確認願う。すでに

議事日程にあるように、9月 12日と 13日に一般質問をしていただく。

通告があったのは 8名 11件である。質問時間は 1件 30分、2件以

上は 50 分でお願いする。通告順に質問していただきたいと思うが、

9月 12日は、前田議員、羽根議員、古谷議員、野地議員の 4名。9

月 13 日は、渡辺議員、大沼議員、小林議員、松﨑議員の 4 名であ

る。この質問順でご異議ないか。 

            （「異議なし」との多数の声あり。） 

委員長  はい。ご異議なしと認める。他に何かあるか。 

事務局長  執行者側より、台風10号に伴う大雨に関する災害対応について報

告をしたいということなので、日程の方を追加して、日程第1として町

長より報告をしていただくようにしたいと思う。よろしくお願いする。 

委員長  はい。特に問題ないか。今の件についてよろしいか。はい。日程追

加をする。その他ないか。 

小笠原             前回の全協で申し上げたけど、女性差別撤廃の批准についての議

員提案を途中でやらせていただくけど、実は今日の本会議終わった
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後皆様にご説明っていうことも考えていたが、ちょっと委員長会議とか

いろいろあって、ちょっと日程が提出議員以外の方への説明の時間

をどこかで取りたいと思っているが、まだちょっと調整中であるのでそ

こだけをご承知いただければというふうに思って、発言させていただい

た。以上である。 

委員長             はい、議会運営委員会としては、そうかということになるので、はい承

知したということになろうかと思う。 

松﨑              一般質問の通告ここに出ている通りなのであるけれども、今回、ご承

知の通り、8月の30日に大雨があった。仮にこの大雨が、事前通告を

する前にあったら、おそらく質問の内容も、何人かの議員は変わって

きたのではないかなというふうに思う。今回ね、こういった大きな災害

があったので、当然議会としても議員としてもそのことを、執行者に問

うべきところだと思うので、私としては、事前通告はもう終わったわけで

あるけれども、何らかのね、措置があってもいいんじゃないのかなって

いう考えと、ちょっと事前にこのことを他の議員の人にも相談したけれ

ども、場合によっては、それぞれの皆さん質問、すでにもう通告出てい

るけれども、そこから極端に逸脱しないんであれば、議長の裁量で、

今回の台風に絡めた質問をしても、ある程度許容範囲として認めると

いった措置を講じて、今回の台風のことも質問できるような配慮があっ

てもいいんじゃないのかなと思うけれども、いかがか。 

委員長             はい。今松﨑委員から通告、以外というか、通告外に引っかかるか

もしれないけども、幅広く一般質問をさせてほしいというようなご意見

があったが、これに対してコメントのある方いるか。 

小笠原             はい。まさしく議長の裁量が問われると思う。逸脱しているかとか、で

あるけど私、やはりなるべく通告に沿っていただきたいけど、例えば松

﨑議員さんの場合は、二宮町気候非常事態宣言などを、取り上げて

らっしゃるんで、そういう環境の面からご質問っていうのはあってもい

いんじゃないかっていうふうに思うが、今回のその通告の中に防災の

ことが、特に防災関係には詳しくは触れていないので、学校の校舎の

こととか何かあるのならそこにちょっと触れるとか、程度は特に問題な

いのかなというふうに私自身は思う。許容範囲があるというふうには思

うが、それで一般質問の場合は時間が制限されているので、幾ら逸脱

しても、一定の時間が過ぎれば、終わるのかなというふうにはそういう

考え方もあるのかなというふうに思っている。 

委員長             はい、他にご意見のある方。 
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副委員長           今の小笠原委員のお話のところの部分に付け加えて言えば、その質

問がある程度対応ができるように、防災関連の職員を、出席を促して

おくということが、ある程度必要なのかなというふうに思う。 

委員長             はい。 

小笠原             はい。私、議員側としてはね、そういう対応もっていうふうに思われる

かもしれないが、今ちょうど台風が行った後でものすごい大量の事務

事業っていうか、もう対策っていうか、それをしていかなければならな

い状況である、どこもかしこも雨漏りしたりとか、防災としても起こったこ

とについて、とにかく被災した人が、ものすごく過去に、私が議員やら

せていただいた30年前から見れば、もう始めてだというふうに思う。床

上浸水とか。そういう中でちょっと議会対応にも頑張れっていうのもち

ょっと余りにも酷、もうすでに寝不足な職員に、もっとやれっていうのは

ちょっと私は議会としては申しわけないかなと。だからこの今回の一般

質問の後に決算審査があって、結果、決算審査はもう詳しくやるところ

であって、令和5年で使った予算がやっぱりこれが足んないから、今回

こういうことが起こったっていうことも如実に現れている部分もあるので、

そこでやっていただくのが一番、町全体、町民のことを考えたときに、

それが望ましいのかなというふうに思うけどいかがか。 

古谷              私としましては今、職員が一番大変なとき、この後どういう状況なのか

また床下なんかの整理とか、すごく大変だと思う。それをデータ、数値

化しなきゃいけないし、それに対して今度どういうふうにこれと同じこと

が起きたら処置しなきゃいけないかっていうのを急いでやらなきゃいけ

ない時期だと思う。それが全部出揃って初めて議会側の方に答弁、

質問して答弁できる状況になってくると思うので、私としては本当は一

般質問とか総括質疑を縮小するっていう話が出てくるのではないかと

思っていたが黙っていたら出てこないので、今回についてはそういうこ

と言わないが、執行部の方に、一生懸命やってもらって、少し間を置

いて整理できた段階で、例えば、次の定例会のときには集中して、質

疑対応も含めて質疑するような場を設けられればいいんじゃないかと

思っているので、今回は防災関係については、やらない方ができるだ

けというか今まで通り一般質問も通告も終わっているので今まで通りし

ていただいた方がいいんじゃないかというに考えている。 

委員長             はい。 

大沼              私も先日、全議員宛にこの会期中、もしくは議会終了後、速やかに

災害についての話し合いを、議論を進めたいということを、皆さんにメ

ールで配信させていただいているけども、今回のやっぱり被害で、一

番大変なのはその被災者、その方々の声は一刻も早く、このようなこと

が起こらないようにしてもらいたいっていうそういう声である。そうすると、
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例えば、これから台風の多発する時期を、今後迎えるわけであるけど、

同じような事柄がまた起きるとも限らない。そういう可能性が多分にある

中で、確かに職員の業務が、ちょっと私はどの程度のその業務なのか、

把握はしていないけど。だけどそのあたりのところをしっかりと議長に

確認をいただいて、適宜その話し合いができる、もしくはその質疑がで

きる。そういう環境があるならば、極力そのことについて、議論を少しで

も、例えば問題点があるならば、それを少しでも改善するような話し合

いがされていく。それが非常に大事だというふうに思っている。 

委員長             他にご意見ある方いるか。 

古谷              副委員長おっしゃる通りだと思うがそれを議会として、今回個々に情

報収集もされているので、議会としてどうあるべきかというのをまとめと

いて、それを、議長を通して向こうへ渡して、それに対しての回答対応

っていうのを求めるような形で、議会として情報今いっぱい持っている

わけであるから、それをまとめて向こうへ出すっていう作業を先にした

らいいんじゃないかと思う。今回の定例会は、一般質問今も通告も終

わっているので、しっかりとこの今、出ている部分でやらせていただけ

れば良いのではないかというふうに思っているので、できる限り執行部

の方は、本当に大変だと思う、だって泊まったりしているわけであるか

らずっと、本当に公務員私は終わってよかったなと思っているぐらいで、

本当に大変だと思うので、よろしくお願いする。 

委員長             暫時休憩する。 

暫時休憩 

再開 

委員長             委員の方から出てきた。どなたもおっしゃる通りだと思う。現運営委

員会としては、現在の日程通りに現状進めるとしか言いようがない。意

見があった一般質問については、本会議場、議長の裁量にはなるが、

一般質問通告書の範囲の中で、これは聞き方もあるかもしれない。今

回の災害について、聞いてはいけないってことはないので、その範囲

で、幅広く聞いていただければ、いいと思う。また補正予算もしくは、

決算、特別委員会等もあるので、通告の範囲内での質問を、極力お

願いしたいと思うが、集計も取れてない現状把握もできてないという状

況であるので、それを追求するようなことはちょっと避けていただきな

がら、質問していただくのはよろしいかと思う。また職員の出席に関し

ては、そうすると多分、防災安全課長が一般質問総括のときには必ず

出席をということになるかと思うが、職員の動きが今わからないので、

担当部長がいるので、そこは部長の出席がいるということで、担当を

職員いるということで、ご了解いただきたいと思う。また先ほどから議会
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の日程とか、議会として今後のということについては、これ今後の議論

になるが、臨時会を開くということもできるし、1度議会で集まって、投

げかける、まとめて投げかけるという方法もあるので、ここでは今、結論

を出さずに、会期中であるが、必要に応じて議会運営委員会を開催、

もしくは議長に対して、議会全員協議会を開催していただくなどしな

がら、並行して進めていきたいと思うが、それでよろしいか。はい。その

ように進めさせていただく。他に何かあるか。なければ、これで、議会

運営委員会を、閉会とする。 

閉会 9 時 19 分 


